
R６全国子ども会安全共済会加入子ども会用 

安全共済会共済金給付請求について 

『子ども会活動中』に事故が起きてしまったら、まずは応急処置を行い、病院等への手配等が済んだ後、
次の手順で共済金の給付を申請してください。 

１．事故報告（第一報） 

＊事故が起きたら、1 週間以内に事務局(青少年課)に第一報をご連絡ください。次に、地区の会長さん
に報告をお願いします。 

２. 共済金給付請求申請 

＊ケガが完治したら、治癒の判定を受けた日から 25 日以内に事務局窓口に、つぎの要領で 
共済金給付申請をしてください。ただし、事故発生日からその日を含めて 180 日を限度とします。 

■共済金申請の流れ 

☆申請者・育成会長→事務局へ提出 

必 

要 

な 

書 

類 

1. 共済金請求書（共済様式 21） 
2. 個人情報の取扱いについての同意書（共済様式 22） 
3. ※下記のいずれかを添付してください。 

◎医療領収書または診療明細書のコピー（保険点数が分かるもの） 
◎医療報告書(共済様式 23)《領収書がない場合、コピー不可》 
◎接骨院・整骨院受診の場合は保険分負担金が明記された領収書または柔道整復師施術報告書
（共済様式 24）《コピー不可》 
※領収書のコピーは A4 用紙に重ねないで日付順に貼り付けて添付してください。 
※報告書代金は自費となります。 

4. 安全共済会加入申込書名簿のコピー（共済様式 03,04） 
5. 年間行事計画書のコピー（共済様式 05）・該当行事の告知書・プログラム等 
6. その他審査委員が必要と認めた書類 （地図・写真その他） 

・・・審査委員会の決定により提出していただく場合があります。 

 

☆事務局→神奈川県子ども会連合会へ申請 

 

☆神奈川県子ども会連合会 要件審査→全子連本部 

 

☆全子連安全共済会→申請者・事務局 

実質審査・決定・申請者へ共済金の振り込み。申請者、事務局へ共済金決定通知の送付。 

※柔道整復施術報告書(共済様式 24)は、文書費用が発生しない場合のみ提出してください。 
文書費用を請求される場合は、保険分負担金明記の領収書または明細書をもらって提出してください。 

☆各書類は事務局(伊勢原市子ども部青少年課)にあります。  
お問い合わせ先 電話 0463(94)4647(月～金 9:00-17:00、祝日、年末年始を除く) 

Email seisyounen@isehara-city.jp 

 賠償責任保険を使用する可能性があるときは、 

現場の写真を撮影しておきましょう。 

事故が起きたら、まず青少年課に連絡を！ 


